
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和３年２月１９日 

 

 

 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」について，今般，下記のとおり必要な改正を行いましたので，

公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.4 第１ 特定技能外国

人が従事する業務

【確認対象の書類】 

〇３つ目 

○ 指定通知書等の写し （削除） 

2 P.4 【留意事項】 

〇１つ目 

〇 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書

（分野参考様式第１－２号）には，施設種別コード表（別

紙）に記載の施設・事業のいずれに該当するかを記載し

ていただき，記載した施設又は記載した事業を行う事業

所であることを証明する書類として，自治体が発行する指

定通知書等の写しを添付していただく必要があります。 

○ 指定通知書等とは，介護保険法等に基づく事業所の

指定や，医療法に基づく病院等の開設許可を証する書

面を指します。 

〇 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書

（分野参考様式第１－２号）には，指定通知書等（介護保

険法等に基づく事業所の指定や，医療法に基づく病院等

の開設許可を証する書面）を参照して施設種別コード表

（別紙）に記載の施設・事業のいずれに該当するかを記載

していただく必要があります。 

3 P.11 第３ 特定技能雇用 ○ 1 号特定技能外国人の受入れ後に当該 1 号特定技 ○ 1 号特定技能外国人の受入れ後に当該 1 号特定技



契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【留意事項】 

能外国人が業務に従事する事業所に変更がある場合に

は，特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に

当たっては，次の書類を添付してください。届出の詳細は

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第７章

第１節第１」を御参照ください。 

・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分

野参考様式第１－２号） 

・指定通知書等の写し 

能外国人が業務に従事する事業所に変更がある場合に

は，特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に

当たっては，次の書類を添付してください。届出の詳細は

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第７章

第１節第１」を御参照ください。 

・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分野

参考様式第１－２号） 



4 分野 

参考様式

第１－１号 

１枚目 

  



5 分野 

参考様式

第１－２号 

 

１枚目 

  



6 分野 

参考様式

第１－２号 

２枚目 

  

 


